
 令  和  ８  年  ４  月  １  日  採  用 

 舞  鶴  市  職  員  採  用  試  験  案  内 
 ＜  消  防  職  （上  級）  ＞ 

 受  付  期  間 
 令  和  ７  年  　  ４  月  ２  ３  日  （水） 

 　  　  　  ～  　  ６  月  　  ２  日  （月） 

 第  １  次  試  験  令  和  ７  年  　  ６  月  １  ５  日  （日） 

 第  ２  次  試  験  令  和  ７  年  　  ７  月  中  旬  （予  定） 

 ☑  ３  １  歳  ま  で  受  験  可  能 

 ☑  イ  ン  ター  ネッ  ト  か  ら  簡  単  申  込 

 そ  の  一  歩  が、  誰  か  の  命  を  守  る  力  に  な  る。 

 令  和  ７  年  ４  月  ２  ３  日 

 舞  　  鶴  　  市 
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 １  　  試  験  職  種、  採  用  予  定  者  数、  受  験  資  格 

 試  　  験  　  職  　  種 
 採  　  　  用 

 予  定  者  数 
 受  　  験  　  資  　  格 

 消  防  職  上  級 
 ６  　  名 

 程  　  度 

 　  平  成  ６  年  ４  月  ２  日  か  ら  平  成  １  ６  年  ４  月  １  日  ま  で  に  生  ま 

 れ  た  方  で、  大  学  （こ  れ  と  同  程  度  の  も  の  を  含  む）  卒  業  又  は 

 卒  業  見  込  み  の  方 

 す  べ  て  の  職  種  に  お  い  て、  次  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  方  は、  受  験  で  き  ま  せ  ん。 

 （  1  ）  　  日  本  の  国  籍  を  有  し  な  い  方 

 （  2  ）  　  地  方  公  務  員  法  第  １  ６  条  各  号  の  い  ず  れ  か  に  該  当  す  る  方 

 地  方  公  務  員  法  第  １  ６  条  （抄） 

 (1)  　  禁  錮  以  上  の  刑  に  処  せ  ら  れ、  そ  の  執  行  を  終  わ  る  ま  で  又  は  そ  の  執  行  を  受  け  る  こ  と  が  な  く  な 

 る  ま  で  の  者 

 (2)  当  該  地  方  公  共  団  体  に  お  い  て  懲  戒  免  職  の  処  分  を  受  け、  当  該  処  分  の  日  か  ら  ２  年  を  経  過  し  な 

 い  者 

 (3)  人  事  委  員  会  又  は  公  平  委  員  会  の  委  員  の  職  に  あ  つ  て、  第  ６  ０  条  か  ら  第  ６  ３  条  ま  で  に  規  定  す 

 る  罪  を  犯  し、  刑  に  処  せ  ら  れ  た  者 

 (4)  　  日  本  国  憲  法  施  行  の  日  以  後  に  お  い  て、  日  本  国  憲  法  又  は  そ  の  下  に  成  立  し  た  政  府  を  暴  力  で  破 

 壊  す  る  こ  と  を  主  張  す  る  政  党  そ  の  他  の  団  体  を  結  成  し、  又  は  こ  れ  に  加  入  し  た  者 

 ２  　  舞  鶴  市  の  求  め  る  人  材 

 舞  鶴  市  で  は、  「市  民  に  信  頼  さ  れ、  市  民  の  役  に  立  つ  市  役  所」  を  目  指  し  て、  次  に  掲  げ  る  人  材  を 

 求  め  て  い  ま  す。 

 Ａ  ．  市  民  の  中  に  入っ  て、  地  域  の  課  題  を  見  つ  け、  市  民  と  と  も  に  考  え、  解  決  に  向  け 

 　  積  極  的  に  行  動  す  る  職  員 

 Ｂ  ．  職  員  一  人  ひ  と  り  が、  専  門  性  や  得  意  分  野  を  持  ち、  自  ら  の  特  性  も  最  大  限  に  発  揮  し、 

 　  市  民  の  信  頼  に  応  え  る  職  員 

 Ｃ  ．  社  会  情  勢  の  変  化  に  即  応  し  た  改  革  意  識  を  持  ち、  仕  事  へ  の  情  熱  と  柔  軟  な  思  考  の  も  と、 

 　  市  役  所  と  仕  事  を  変  革  で  き  る  職  員 

 ３  　  試  験  の  日  時、  場  所 

 日  　  　  時  場  　  　  所 

 第  １  次  試  験 

 　  令  和  ７  年  ６  月  １  ５  日  （日） 

 　  　  午  後  １  時  ３  ０  分 

 　  （午  後  １  時  ０  ０  分  か  ら  受  付） 

 舞  鶴  西  総  合  会  館 

 第  ２  次  試  験 
 　  令  和  ７  年  ７  月  中  旬  （予  定） 

 　  　  ※  詳  細  は、  第  １  次  試  験  合  格  者  に  メー  ル  で  通  知  し  ま  す。 
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 ４  　  試  験  の  方  法  及  び  内  容 

 方  法  及  び  内  容 

 第  １  次 

 試  　  験 

 Ｓ  Ｐ  Ｉ  ３ 

 　・  基  礎  能  力  検  査 

 　・  性  格  検  査  　 

 　  性  格  検  査  は、  面  接  試  験  等  の  参  考  資  料  と  し、  配  点  は  あ  り  ま  せ  ん 

 （１  １  ０  分） 

 第  ２  次 

 試  　  験 

 ・  個  別  面  接 

 ・  作  文  試  験  （課  題  を  与  え  ま  す) 

 ・  体  力  試  験 

 ・  身  体  検  査 

 ５  　  受  付  期  間 

 令  和  ７  年  ４  月  ２  ３  日  （水）  ８  時  ３  ０  分  か  ら  　  ６  月  ２  日  （月）  １  ７  時  １  ５  分  ま  で 

 ６  　  申  込  方  法 
 (1)  　  次  の  Ｕ  Ｒ  Ｌ  又  は  二  次  元  コー  ド  に  よ  り、  パ  ブ  リッ  ク  コ  ネ  ク  ト  の  サ  イ  ト  か  ら  申  し  込  ん  で  く  だ 

 さ  い。 

 　  Ｕ  Ｒ  Ｌ  　  https://public-connect.jp/employer/21985 

 　  二  次  元  コー  ド 

 　  　  　  　  　  　  　 

 (2)  　  メ  ニュー  か  ら  「会  員  登  録」  を  選  択  し、  会  員  登  録  を  行っ  て  く  だ  さ  い。 

 　  す  で  に  会  員  登  録  を  行っ  て  い  る  場  合  は  ロ  グ  イ  ン  を  し  て  く  だ  さ  い。 

 （迷  惑  メー  ル  防  止  機  能  や  メー  ル  の  受  信  制  限  を  設  定  し  て  い  る  場  合  は  「  @public-connect.jp  」 

 の  ド  メ  イ  ン  か  ら  送  信  さ  れ  る  電  子  メー  ル  が  受  信  で  き  る  よ  う  に  設  定  し  て  く  だ  さ  い。） 

 (3)  　  エ  ン  ト  リー  フォー  ム  か  ら  必  要  項  目  を  入  力  し、  手  続  を  完  了  し  て  く  だ  さ  い。 

 　  手  続  が  完  了  す  る  と、  「エ  ン  ト  リー  完  了  の  お  知  ら  せ」  メー  ル  が  通  知  さ  れ  ま  す。  エ  ン  ト  リー  一 

 覧  か  ら  表  示  で  き  る  受  験  票  に  は  受  験  番  号  や  第  １  次  試  験  の  詳  細  が  記  載  さ  れ  て  い  ま  す  の  で、  内  容  を 

 よ  く  確  認  し  て  く  だ  さ  い。 

 (4)  　  第  １  次  試  験  で  は、  受  験  票  を  Ａ  ４  サ  イ  ズ  の  コ  ピー  用  紙  に  印  刷  し  た  も  の、  も  し  く  は  受  験  票  を 

 表  示  し  た  画  面  を  受  付  時  に  提  示  し  て  く  だ  さ  い。 

 ７  　  合  格  発  表 
 　  (1)  　  第  １  次  試  験  合  格  発  表  　  　  　  　  ６  月  下  旬  （予  定） 

 　  (2)  　  最  終  合  格  発  表  　  　  　  　  　  　  　  ８  月  下  旬  （予  定） 

 　  　  　  ※  試  験  の  合  否  に  つ  い  て  は、  そ  れ  ぞ  れ  受  験  者  全  員  に  メー  ル  で  通  知  し  ま  す。 

 　  　  　  　  電  話、  メー  ル  等  に  よ  る  照  会  に  は  応  じ  ら  れ  ま  せ  ん。 
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 ８  　  採  用  日 
 令  和  ８  年  ４  月  １  日 

 ９  　  合  格  か  ら  採  用  ま  で 
 大  学  を  卒  業  見  込  み  で  あっ  た  合  格  者  に  つ  い  て  は、  採  用  日  ま  で  に  卒  業  が  で  き  な  かっ  た  場  合  は、  採 

 用  さ  れ  る  資  格  を  失  い  ま  す。 

 １  ０  　  試  験  結  果  の  開  示 
 試  験  結  果  に  つ  い  て  は、  個  人  情  報  の  保  護  に  関  す  る  法  律  第  69  条  第  2  項  の  規  定  に  よ  り、  口  頭  で  開  示 

 を  請  求  す  る  こ  と  が  で  き  ま  す。 

 電  話、  メー  ル  等  に  よ  る  請  求  は  で  き  ま  せ  ん。 

 受  験  者  本  人  が  受  験  票  を  持  参  の  う  え、  開  示  場  所  に  お  越  し  く  だ  さ  い。 

 開  示  請  求  で  き  る  人  第  １  次  試  験  の  不  合  格  者  （本  人  に  限  り  ま  す。） 

 本  人  確  認  の  方  法  受  験  票 

 開  示  内  容  第  １  次  試  験  の  順  位、  得  点 

 開  示  期  間  第  １  次  試  験  合  格  発  表  の  日  か  ら  ２  週  間 

 開  示  場  所  消  防  本  部  消  防  総  務  課 

 １  １  　  給  与、  福  利  厚  生 
 (1)  　  給  　  　  　  与  　  　  初  任  給  　  （令  和  ７  年  ４  月  １  日  現  在） 

 区  分  初  任  給 

 大  卒  程  度  ２  ２  ８  ，  ８  ０  ０  円 

 　  　  　  　  　  　  　・  初  任  給  に  は  地  域  手  当  （４  ％）  を  含  み  ま  す。 

 　  　  　  　  　  　  　・  職  歴  等  を  給  料  に  反  映  し  ま  す。 

 　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　・  一  般  公  務  員  の  例  に  よ  り  諸  手  当  を  支  給  し  ま  す。 

 　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　・  給  与  改  定  が  あっ  た  場  合  は、  そ  の  定  め  る  と  こ  ろ  に  よ  り  ま  す。 

 (2)  　  福  利  厚  生  　  　  「京  都  府  市  町  村  職  員  共  済  組  合」  の  組  合  員  資  格  を  取  得  し、  医  療  保  険、  年  金  制 

 度  の  ほ  か、  健  康  管  理  や  福  利  厚  生  サー  ビ  ス  を  受  け  る  こ  と  が  で  き  ま  す。 

 １  ２  　  そ  の  他 
 (1)  　  採  用  試  験  申  込  の  際  に  入  力  さ  れ  た  個  人  情  報  及  び  提  出  さ  れ  た  個  人  情  報  に  つ  い  て  は、  採  用  試  験 

 の  目  的  以  外  に  利  用  い  た  し  ま  せ  ん。  提  出  書  類  等  は、  合  格  者  の  方  を  除  き、  試  験  終  了  後  に  廃  棄  い  た 

 し  ま  す。 

 (2)  　  身  体  に  障  害  が  あ  り、  試  験  に  際  し  て  配  慮  を  要  す  る  場  合  は、  あ  ら  か  じ  め  連  絡  し  て  く  だ  さ  い。 
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 第  一  次  試  験  会  場 

 舞  鶴  西  総  合  会  館 

 　  〒  624-0853  　  舞  鶴  市  字  南  田  辺  小  字  二  の  丸  １  番  地 

 　  TEL  0773-77-1212 
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 交  通  の  ご  案  内 

 京  都  駅  か  ら  　  　  JR  山  陰  線、 

 JR  舞  鶴  線  で  約  1  時  間  30  分  （特  急） 

 大  阪  駅  か  ら  　  　  JR  福  知  山  線、  JR  山  陰  線、 

 JR  舞  鶴  線  で  約  2  時  間  20  分  （特  急） 

 西  舞  鶴  駅  か  ら  　  徒  歩  １  ０  分 



 ～  問  い  合  わ  せ  先  ～ 

 　  　  　  　  舞  鶴  市  　  消  防  本  部  消  防  総  務  課 

 〒  ６  ２  ５  －  ８  ５  ５  ５  　  　  舞  鶴  市  字  北  吸  １  ０  ４  ４  番  地 

 　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  　  電  話  ：  （０  ７  ７  ３）  ６  ６  －  １  ０  ９  ０  （直  通） 
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